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Ａ１ 夏季休暇、年末年始休暇は次の日を想定していますが、会社の休業日に合わせて変更し

ても差し支えありません。 

    ・夏季休暇：８月１３日～８月１５日の３日間 

    ・年末年始休暇：１２月２９日～１月３日の６日間 

 

 

 

 

  

Ａ２ 工程検討にあたっては、次の対象期間（※）において４週８休の現場閉所を確保する必

要があります。なお、現場閉所は、２日以上連続する日と定める必要はありません。 

    ※「対象期間」とは、「工事着手日」から「工事完成日」までの期間をいいます。 

     なお、夏季休暇、年末年始休暇、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一

時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する

期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含みません。 

 

 

 

 

Ａ３ 当初の工期は４週８休、天候不良による不稼働日及び準備・後片付け期間を考慮して設

定していますが、現場条件等によって生じる不測の日数については、従来どおり発注者へ

工期延伸協議を行ってください。 

   【例】当初工期が標準工期で算出している場合で、以下のような条件など 

      ・作業時間の制限を受ける工事 

      ・隣接工区との工程調整が必要な工事 

      ・他機関との調整により作業できない期間が生じた場合など 

 

 

 

 

 

 Ａ４ 実施困難となる理由はさまざま考えられますが、実施困難な理由を整理したうえで監督

員に報告してください。未実施の場合は、労務費、機械経費（賃料）、及び間接費の補正対

象とはなりません。ただし、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間は対象期

間から除くことができます。 

 

Ｑ１ 夏季休暇、年末年始休暇とはどの日をいうのでしょうか。 

Ｑ２ ４週８休を前提とした工程を検討するにあたり、対象期間はどのように考えればいい

でしょうか。 

Ｑ３ 工期が不足する場合、工期延伸はできるのでしょうか。 

Ｑ４ 施工途中で週休２日の実施が困難となった場合はどのように対応すればよいでしょう

か。 



 

 

 Ａ５ 「現場閉所」とは巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除

き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態を

いいます。作業する予定日に急な降雨、河川増水等により現場閉所とする場合は、その旨

を、監督員に電話、メール又はファクシミリにより連絡してください。「現場閉所」扱いと

します。現場閉所当日までに監督員と連絡が取れなかった場合も報告をお願いします。 

 

 

  

 

 

 Ａ６ 祝日は現場閉所の対象となるので、「現場閉所」として計上できます。ただし、夏季休暇、

年末年始休暇は、現場閉所の対象外となるので、休んでいても「現場閉所」とは計上でき

ません。また、日曜日と祝日が重なり、月曜日が振替休日となる場合において、月曜日を

現場閉所日とした際には「現場閉所」として計上できます。 

 

 

 

 

 

 Ａ７ 現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検については、保守点検等の現場管理上必

要な作業であるため、「現場閉所」として計上できます。 

 

 

 

 

 

 Ａ８ ４週８休以上（現場閉所率２８．５％以上）が達成できなかった場合においても、工事

成績評定において減点等のペナルティはありません。 

ただし、提出された工程表が通期の週休２日を前提としていないなど、明らかに週休２

日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定要領の別

表第１における考査項目「７．法令遵守等」において、１点減点するものとします。 

 

 

 

 

 

 Ａ９ 補正係数をおとして変更契約します。 

 

 

 

 

 Ａ１０ 対象期間に占める現場閉所日数の割合（現場閉所日数÷対象期間）となります。なお、

現場閉所率は、小数点第２位以下切り捨てとします。 

Ｑ５ 当日の急な降雨、降雪等により現場閉所とする場合、「現場閉所」扱いとできますか。 

Ｑ６ 祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び振替休日は、「現場閉所」として計上できるのでし

ょうか。 

Ｑ７ 現場閉所日にパトロール、足場点検、建設機械等の点検を行った場合は、「現場閉所」

として計上できるのでしょうか。 

Ｑ８ 週休２日工事を受注したが、４週８休以上を確保できなかった場合にペナルティはあ

るのでしょうか。 

Ｑ９ ４週８休を目標として計画工程表を提出しましたが、閉所状況が４週８休未満となっ

てしまった場合は、どのようになるのでしょうか。 

Ｑ１０ 試行要領第５の表の、現場閉所率の考え方を教えて下さい。 



 

 

 Ａ１１ 工事着手日は、実際の工事のための準備工事（調査、測量、現場事務所等の設置等の

現地での準備作業）を開始した日です。 

工事完成日は、後片付けが完了した日等、受発注者間で協議して決定してください。

工事請負契約約款で定めている工事完成日と異なる日付となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 Ａ１２ 月単位の週休２日は全ての月で４週８休以上の現場閉所を達成することとなっており

ます。１ヶ月でも未達成の場合は、補正係数をおとして変更契約します。ただし、通期

で４週８休以上を達成している場合は通期の週休２日の補正係数のままです。 

 

 

 

 

 Ａ１３ 完全週休２日とは工期内のすべての土日で現場閉所を行った状態です。なお、完全週

休２日を達成した場合は、工事成績評定要領の別表第１考査項目「５．創意工夫」の「そ

の他」において、１点加点します。 

 

 

 

 

 Ａ１４ 週休２日対象期間（準備・後片付けを含む）が１ヶ月未満となった場合に、４週８休

（現場閉所率２８．５％以上）を達成した時は月単位の補正係数で変更設計を行います。

４週８休に満たなかった場合は補正係数をおとして変更設計を行います。 

 

 

 

 

 

 Ａ１５ 受注者希望型は、「週休２日工事」の実施を必須としているものではなく、あくまで受

発注者間で協議が整い、実施するものです。従って、「週休２日工事」を実施しなかった

場合に、工事成績評定における減点等のペナルティはありません。 

 

 

 

 

 

 

 Ａ１６ ４週６休以上（現場閉所率２１．４％以上）が達成できなかった場合においても、工

事成績評定におけるペナルティはありません。 

 

Ｑ１１ 工事着手日および工事完成日はどのように決定するのでしょうか。 

Ｑ１２ 月単位の週休２日工事において、１ヶ月だけ４週８休が達成できなかった場合、補

正係数はどうなるのでしょうか。 

Ｑ１３ 完全週休２日とはどのような状態ですか。 

Ｑ１４ 対象期間が１ヶ月未満となった場合の補正係数はどうなるのでしょうか。 

Ｑ１５ 【受注者希望型】工事を受注し、「週休２日工事」を希望しなかった場合にペナルテ

ィはあるのでしょうか。 

【農業土木工事・森林土木工事・水道施設工事】 

Ｑ１６ 対象工事を受注し、週休２日を実施する工事としたが、４週６休以上を確保できな

かった場合にペナルティはあるのでしょうか。 



 

 

 

 

 Ａ１７ 閉所状況４週６休の補正の取扱いとします。なお、週休２日工事の取り組み結果につ

いては、現場閉所実績が記載された実施工程表等を添付して、発注者に報告をお願いし

ます。 

【農業土木工事・森林土木工事・水道施設工事】 

Ｑ１７ ４週８休を目標として計画工程表を提出しましたが、閉所状況が４週６休となって

しまった場合は、どのようになるのでしょうか。 


